
 

「仙台市環境基本計画（杜の都環境プラン）」の中間評価について 

 

 

１．杜の都環境プランの概要 

仙台市環境基本条例第 8 条に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため、目標や施策の方向等定めた計画である。 

現在の計画は、計画期間を平成 23年度から平成 32年度までの 10年間とし、環境面から目指

す都市像を具体化するため、施策体系に基づき取り組みを進めている。 

計画の進捗管理については、定量目標（一部）の達成状況や重点的な施策の実施状況につい

て毎年度把握し、「仙台市環境審議会」へ報告のうえ、「仙台市の環境（杜の都環境プラン実績

報告書）」としてとりまとめ公表している。 

 

 

 

２．中間評価の実施 

本環境プラン第 6 章 計画の推進において、計画期間中の社会情勢の変化や科学技術の進展、

さらには本市のまちづくりの転換点でもあり、計画の推進にも重要な関わりをもつ地下鉄東西

線の開業が予定されていることから、計画期間半ばに中間評価を行い、必要に応じて計画の見

直しを行うこととしている。 

本年度は計画期間の折り返し年にあたり、東日本大震災後の状況変化を踏まえ、並行して進

める「仙台市地球温暖化対策推進計画」の改定及び「一般廃棄物処理基本計画」の中間評価と

連携のうえ、定量目標達成状況や施策の取組状況等について中間評価を実施する。 

 

３．進め方 

中間評価にあたっては、環境施策への取り組み状況の把握、市民意識調査やワークショップ

による市民意見の聴取、環境団体へのヒアリング調査、生きもの認識度調査などを実施すると

ともに、評価内容について「仙台市環境審議会」への報告・審議により幅広い観点からご意見

を頂く。 

「【杜】と生き、【人】が活きる都・仙台」 

－杜の恵みを未来につなぎ、「環
わ

」「輪
わ

」「和
わ

」の暮らしを楽しむまちへ－※ 

○ 「環境」と「社会」と「経済」が統合した持続可能な都市づくり 
○ 「環境への配慮」が「高い生活の質」を導く都市づくり 
○ 「杜の都」の環境特性とその恵みを生かした都市づくり 
○ 「地域のあらゆる主体」が環境の保全と創造を担う都市づくり 
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環境政策の 
基本的な 
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「低炭素都市づくり」「資源循環都市づくり」「自然共生都市づくり」「快適環境都市づくり」の各施策と、 

共通施策の「良好な環境を支える仕組みづくり・人づくり」の５つの柱で推進 

 

※ 「環」「輪」「和」はそれぞれ、「杜」の【環】（＝自然の持つ循環システム）、「人」の【輪】（＝地域社会における人とのつながり、そこで
生まれる絆）、「杜」と「人」との【和】（＝自然と人との調和・共生の関係）を表しています。 

低炭素都市 
まち全体に省エネルギーの仕

組みが備わった都市 

資源循環都市 
資源や物が大切に、また循環
的に利活用されている都市 

自然共生都市 
自然や生態系が大切にされ、
その恵みが享受できる都市 

快適環境都市 
市民の健康を保ち、快適さや地域
の個性、魅力を体感できる都市 
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